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No. 項目 発生日 指摘事項 回答日

1 ３系統目 審査会合
（第1116回）

2023年2月21日

HPACとRCICの使い方の違いと容量計算の導き方（負荷
電流と運転時間）を説明すること。

本日回答
（P3～5）

2 ３系統目
第54条他の条文を踏まえて計装設備（直流）負荷の基準
適合性を説明すること。

本日回答
（P6～7）

１．審査会合における指摘事項
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２．指摘事項の回答（１／５）

（指摘事項 No.１）
 HPACとRCICの使い方の違いと容量計算の導き方（負荷電流と運転時間）を説明すること。

（回答）HPACとRCICの使い方の違い
 以下のとおり原子炉隔離時冷却系（RCIC）と高圧原子炉代替注水系（HPAC）の系統構成や制御方法等は若干
相違するが，どちらも炉心の著しい損傷を防止する機能を有している。

表１ RCICとHPACの比較

RCIC HPAC

設備区分 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

系統構成  主蒸気管からの主蒸気を用いて駆動用蒸気タービンを回
し，これを駆動源とした原子炉隔離時冷却ポンプにより，
サプレッション・チェンバのプール水を給水系等を経由して原
子炉圧力容器へ高圧注水する。

 潤滑油系統（タービン直結主油ポンプ，潤滑油冷却器
等），冷却水系統及びグランド蒸気系統（真空ポンプ，
復水ポンプ等）の補機類が必要。

 主蒸気管からの主蒸気を用いて駆動用蒸気タービンを回し，こ
れを駆動源とした高圧原子炉代替注水ポンプにより，サプレッショ
ン・チェンバのプール水を給水系等を経由して原子炉圧力容器へ
高圧注水する。

 タービン及びポンプが１つのケーシングに収まる一体型ケーシング
構造であり，軸受等の潤滑は，ケーシング内の水による水潤滑
式であり潤滑油系統の補機類が不要。潤滑油系統がないため
潤滑油冷却のための冷却水系統の補機類が不要。グランド蒸気
の発生源であるタービングランド部がケーシングに内包されており，
グランド蒸気が外部に漏えいしないため，これを処理する補機類
が不要。

系統制御 制御器により，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気加減弁
を開度調整し，流量調整が可能。

機械式ガバナによる蒸気流量の自己制御に伴う定格流量運転の
ため，運転員によるRCIC HPACタービン蒸気入口弁の全開全閉
操作で原子炉水位を手動で調整する。

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－7－16,17
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２．指摘事項の回答（２／５）

図１ RCIC及びHPAC 概略系統図

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－7－17

主蒸気系へ
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器

【凡例】
HPACライン
RCICライン
注水ライン

RCIC HPACタービン
蒸気入口弁

原子炉隔離時冷却系
タービン蒸気加減弁

HPAC注水弁 MO
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２．指摘事項の回答（３／５）

負荷名称

負荷電流（Ａ）と運転時間

備考0分～
1分

1分～
1,439分

1,439分～
1,440分

Ｓ
Ａ
設
備
負
荷

HPAC注水弁等 236 0 0

RCIC HPAC
タービン蒸気入口弁※１ 110 0.2 110

計装設備（燃料プール水位・温度(SA)）
12 12 12

B1-115V系蓄電池(SA)
枯渇の場合の計装設備を考
慮した容量

SA対策設備用分電盤(2)（SRV用電源
切替盤，重大事故操作盤，計装設備等） 46.6 46.6 46.6

B-115V系蓄電池枯渇の場
合のSRV，計装設備等も考
慮した容量

第３バッテリ操作盤※２
40 0 0

遮断器の遠隔操作を考慮し
た容量

合計 444.6 58.8 168.6

表２ 115V系蓄電池（３系統目）負荷

注※１:RCIC HPACタービン蒸気入口弁は約1時間の間欠運転を想定し，電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」SBA S 0601-
2014に示す手法により，電動弁の定格電流28Aが流れる弁動作時間を13秒，電動弁の起動電流110Aが流れる時間を1秒，弁
の動作周期を1時間（3,600秒）とした場合の間欠運転中の平均電流Ｉmは以下のとおり0.2Aとなる。

※２:115V系蓄電池（３系統目）から直流電力を供給する場合，第３バッテリ格納槽等に設置している盤を現地操作とすると時間を要
することから，既許可の常設代替直流電源設備であるSA用115V系蓄電池から給電するSA設備負荷に加えて，中央制御室から
遠隔操作できる「第3バッテリ操作盤」を115V系蓄電池（３系統目）負荷として追加。

Ｉm＝（1秒×110A＋13秒×28A）÷3,600秒＝0.1316…≒0.2A

（回答） HPACの容量計算の導き方（負荷電流と運転時間）
 RCIC HPACタービン蒸気入口弁を約1時間おきに手動操作（間欠運転）することで原子炉の水位を制御することを想
定しており，電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」SBA S 0601-2014に示す手法により間欠負荷を段別連
続放電負荷として扱い，容量計算している。

追加

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－6－2
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２．指摘事項の回答（４／５）

（指摘事項 No.２）
 第54条他の条文を踏まえて計装設備（直流）負荷の基準適合性を説明すること。

（回答）
 ３系統目の給電対象設備は，ＨＰＡＣ等へ給電するＳＡ用115Ｖ系蓄電池の負荷を考慮しているが，第54条他の
条文を踏まえて第57条第２項の要求である「炉心の著しい損傷」等防止のために必要な負荷の確認を再度行った結
果，「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷」防止に必要な「燃料プール水位・温度（ＳＡ）」を３系統目からの給電対象
負荷に追加する。

【確認対象】
設置許可基準規則第54条他既許可重大事故等対処施設に関する設備
【確認内容】
ＳＡ個別条文で要求される「炉心の著しい損傷」等防止のために必要な設備に対して，ＳＡ事象の継続期間中に給電
する設備を抽出し，代替機能の有無やＳＡ個別条文の監視要求を考慮した上で給電する必要のある設備を確認した。

 上記内容で確認した結果，表３に示すとおり，燃料プールの水位・温度が直接監視可能な「燃料プール水位・温度
（ＳＡ）」を給電対象負荷として追加する。

設置許可基準規則 設備 給電する1系統目蓄電池

第54条 燃料プール水位・温度（SA） B1ｰ115V系蓄電池（SA)

表３ ３系統目からの給電対象負荷（追加）

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－7－18
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２．指摘事項の回答（５／５）

 ３系統目から各計装設備への給電経路については以下のとおり。

図２ 所内常設直流電源設備（３系統目）概略系統図

給電可能ルート

遮断器

中央制御室で
操作する遮断器

【凡例】

SA用
115V系
蓄電池
1500Ah

HPAC C/C

※1

B-115V系
直流盤

B-115V系
直流盤(SA)

SA対策設備用
分電盤(2)

115V系
直流盤(3系統目)

230V系
直流盤(RCIC)

230V系
直流盤(常用)

B1-
115V系
蓄電池(SA)
1500Ah

B-
115V系
蓄電池
3000Ah

230V系
蓄電池
(RCIC)
1500Ah

115V系
蓄電池
(3系統目)
3000Ah

115V系
充電器
(3系統目)

230V系
充電器
(RCIC)

SA1-C/C SA3-C/C非常用C/C

SRV用
電源切替盤

高圧発電機車

計
装
用
無
停
電

交
流
電
源
装
置

緊急用メタクラ

SA-L/C

SA用
115V系
充電器

B1-
115V系
充電器
(SA)

B-
115V系
充電器

230V系
充電器
(常用)

原子炉隔離時
冷却系機器

計装設備※ⅰ

（SA直流）
計装設備※ⅰ

(SA交流)
高圧原子炉
代替注水系電源

逃がし安全弁原子炉隔離時
冷却系制御電源

※1

DC/AC

注※ⅰ：炉心の著しい損傷防止等
に使用する計器

計装設備※ⅰ

（直流）
(燃料プール水位
・温度(SA))

※2

※2

SA対策設備用
分電盤(1)

〇計装設備の3系統目受電切替判断と操作
・燃料プール水位・温度（SA）
通常時はSA対策設備用分電盤（1）より受電しているが，B1‐115V系蓄電池(SA)機能喪失によるB1‐115V系蓄電池(SA)電圧が
低下した場合は，中央制御室から遠隔操作することにより，3系統目から受電する。

※3

※3

追加範囲

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－4－1～3

資料番号：特EP-025改2
P.50,74,77
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（参考１）間欠負荷の容量評価

 RCIC HPACタービン蒸気入口弁を約1時間おきに手動操作（間欠運転）することで原子炉の水位を制御することを想
定しており，電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」SBA S 0601-2014に示す手法により間欠負荷を段別連
続放電負荷として扱い，容量計算している。

図３ 間欠運転負荷

負荷電流(A)

時間(秒)

Ｉ Ｉ

Ｉm

Ｉm＝（1秒×110A＋13秒×28A）÷3,600秒＝0.1316…≒0.2A

図４ 段別連続放電負荷

 RCIC HPACタービン蒸気入口弁の動作時間（開閉時間）は14秒であり，電動弁の起動電流110Aが流れる時間を
1秒，電動弁の定格電流28Aが流れる弁動作時間を13秒，弁の動作周期を1時間（3,600秒）とした場合の間欠
運転中の平均電流Ｉmは以下のとおり0.2Aとなる。

Ｉm：間欠運転中の
平均電流

時間(秒)

間欠負荷の容量評価について
間欠負荷に必要な蓄電池容量は，2段の段別連続放電負荷，すなわち，始めは間欠放電の平均放電電流Ｉmが
連続して流れ，最後に間欠放電の放電が一回だけ起こるような負荷に必要な蓄電池の容量に等しいということができる。

負荷電流(A)

 負荷容量計算においては，十分な蓄電池容量を確保するために，最初（0分～1分）と最後（1,439分～1,440
分）の1分間に電動弁の起動電流110Aが流れることとして容量計算している。

負荷名称 0分～1分 1分～1,439分 1,439分～1,440分

RCIC HPACタービン蒸気入口弁 110 0.2 110

表４ HPACタービン蒸気入口弁の負荷電流（Ａ）と運転時間（分）
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 3系統目からの給電対象負荷として燃料プール水位・温度（SA）を追加したことにより，全交流動力電
源喪失（SBO）時に，115V系蓄電池（３系統目）容量約3,000Ahから24時間以上にわたり直
流電力の供給ができることを確認した。

115V系蓄電池（３系統目）の容量は，1,956Ahを上回る約3,000Ahを有するため，合計1,440分
以上（ 24時間以上），重大事故等の対応に必要な設備に直流電力の供給を行うことが可能である。

24時間(1,440分間)給電での必要容量（Ah） C

保守率 L 0.8

容量換算時間（時） K1 24.90

K2 24.90

K3 0.91

負荷電流（Ａ） I1 444.6

I2 58.8

I3 168.6

1,956Ah〕)58.8－168.6(×0.91＋)444.6－58.8(×24.90＋444.6×24.90〔
0.8

1
＝

〕)I－I(K＋)I－I(K＋IK〔
L

1
＝C

＝　　

　

  

２３３１２２１１

（参考文献：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」SBA S 0601-2014）

表５ 算出条件一覧

（参考２）所内常設直流電源設備（３系統目）の容量根拠 資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－6－2,3
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表６ ３系統目から給電する計装設備整理（１／２）

SA条文
(設置許可基準規則)

炉心
※1

格納
※2

燃料
※3

計装設備
３系統目からの
給電要否

備考

第44条
緊急停止失敗時に発電用
原子炉を未臨界にするため

の設備
－ － － － － －

第45条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リ高圧時に発電用原子炉を
冷却するための設備

－ － － － － －

第46条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リを減圧するための設備

－ － － － － －

第47条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リ低圧時に発電用原子炉を
冷却するための設備

－ － － － － －

第48条
最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備

〇 〇 －
第１ベントフィルタ出口放射線

モニタ
（高レンジ・低レンジ）

要 －
〇 〇 － スクラバ容器水位
〇 〇 － スクラバ容器圧力
〇 〇 － スクラバ容器温度

第49条
原子炉格納容器内の冷却

等のための設備
－ － － － － －

第50条
原子炉格納容器の過圧破
損を防止するための設備

第48条と同様

第51条
原子炉格納容器下部の溶
融炉心を冷却するための設

備
－ － － － － －

 ３系統目からの給電について，設置許可基準規則第54条他の基準適合する計装設備の整理を以下に示す。

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－7－19,20

（参考３）３系統目から給電する計装設備（１／２）
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SA条文
(設置許可基準規則)

炉心
※1

格納
※2

燃料
※3

計装設備
３系統目からの
給電要否

備考

第52条

水素爆発による
原子炉格納容器
の破損を防止す
るための設備

第48条と同様

第53条

水素爆発による
原子炉建屋等の
損傷を防止する
ための設備

－ 〇 －
静的触媒式水素処理装置

入口温度
要 －

－ 〇 －
静的触媒式水素処理装置

出口温度

第54条
使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のた
めの設備

－ － 〇 燃料プール水位・温度（SA） 否⇒要

代替パラメータで監視可
能であるため３系統目
の給電対象設備としてい
なかったが，水位・温度
監視の要求があるため

－ － 〇
燃料プールエリア放射線モニタ
（高レンジ・低レンジ）（SA） 要 －

－ － 〇 燃料プール監視カメラ（SA）
第57条 電源設備 設置要求

第58条 計装設備

－ 〇 － 原子炉圧力容器温度(SA)他

要 －〇 〇 － 原子炉圧力(SA)他

〇 － － 高圧原子炉代替注水流量他

表６ ３系統目から給電する計装設備整理（２／２）

資料番号：特EP-025-01(補)改4
57－7－19,20

（参考３）３系統目から給電する計装設備（２／２）

注※１:重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷防止のために必要な設備
※２:重大事故等が発生した場合において，原子炉格納容器の破損防止のために必要な設備
※３:重大事故等が発生した場合において，燃料プール内燃料体の著しい損傷防止のために必要な設備


